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表紙

（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項）

新 株 予 約 権 等 の 状 況

業務の適正を確保するための体制

連 結 注 記 表

個 別 注 記 表

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求を

いただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の

皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお

送りいたします。

第38期定時株主総会資料

第38期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

株式会社ゴルフ・ドゥ
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新株予約権等の状況

新株予約権等の状況

　(1) 当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交

付した新株予約権の状況

　①2021年７月26日開催の取締役会決議による新株予約権

（第８回新株予約権）

●新株予約権の数

400個

●新株予約権の目的となる株式の数

普通株式　　40,000株（新株予約権１個につき100株）

●新株予約権の払込金額

　　１個当たり　　51,100円（１株当たり511円）

なお、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬

債権と相殺するものとし金銭の払込みを要しないものとする。

●新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの

金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

●新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本

準備金に関する事項

　イ．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

　ロ．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本準備金の額は、上記イ．記載の資本金等増加限度額から、上記

イ．に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

●新株予約権を行使することができる期間

2022年４月１日から2031年８月９日（ただし、2031年８月９日が銀行

営業日でない場合にはその前銀行営業日）まで

－ 1 －
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新株予約権等の状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

監査等委員でない取締役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

400個 40,000株 １名

●新株予約権の行使の条件

イ．新株予約権者は、上記の新株予約権を行使することができる期間に

おいて、当社取締役（監査等委員ではない。）の地位を喪失した日

の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過

する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるもの

とする。ただし、任期満了による退任を除き、正当な理由がなく地

位を喪失した場合、行使はできないものとする。

ロ．新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一

括してのみ行使することができる。

ハ．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点に

おける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権

の行使を行うことはできない。

ニ．本新株予約権の一部行使はできない。

ホ．本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

●当社役員の保有状況

－ 2 －
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新株予約権等の状況

　②2022年５月19日開催の取締役会決議による新株予約権

　　　（第10回新株予約権）

　　　●新株予約権の数

　　　　　250個

　　　●新株予約権の目的となる株式の数

　　　　　普通株式　　25,000株（新株予約権１個につき100株）

　　　●新株予約権の払込金額

　　　　　１個当たり　　36,087円（１株当たり360.87円）

なお、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬

債権と相殺するものとし金銭の払込みを要しないものとする。

　　　●新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの

金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

　　　●新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本　　

準備金に関する事項

　　　　イ．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

　　　　ロ．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本準備金の額は、上記イ．記載の資本金等増加限度額から、上記

イ．に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　　　●新株予約権を行使することができる期間

2023年４月１日から2032年６月５日（ただし、2032年６月５日が銀行

営業日でない場合にはその前銀行営業日）まで

－ 3 －
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新株予約権等の状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

監査等委員でない取締役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

250個 25,000株 １名

　　　●新株予約権の行使の条件

　　　　イ．新株予約権者は、上記の新株予約権を行使することができる期間に

おいて、当社取締役（監査等委員ではない。）の地位を喪失した日

の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過

する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるもの

とする。ただし、任期満了による退任を除き、正当な理由がなく地

位を喪失した場合、行使はできないものとする。

　　　　ロ．新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一

括してのみ行使することができる。

　　　　ハ．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点に

おける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権

の行使を行うことはできない。

　　　　ニ．本新株予約権の一部行使はできない。

ホ．本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

　　　●当社役員の保有状況

－ 4 －
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新株予約権等の状況

　　③2024年５月20日開催の取締役会決議による新株予約権

　　  （第11回新株予約権）

●新株予約権の数

　　　　　350個

●新株予約権の目的となる株式の数

　　　　　普通株式　　35,000株（新株予約権１個につき100株）

●新株予約権の払込金額

　　　　　１個当たり　　33,055円（１株当たり330.55円）

　　　　　なお、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬

債権と相殺するものとし金銭の払込みを要しないものとする。

●新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの

金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

●新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本　　

準備金に関する事項

　　　　イ．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

　　　　ロ．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本準備金の額は、上記イ．記載の資本金等増加限度額から、上記

イ．に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

●新株予約権を行使することができる期間

2025年４月１日から2054年６月５日（ただし、2054年６月５日が銀行

営業日でない場合にはその前銀行営業日）まで

－ 5 －
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新株予約権等の状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

監査等委員でない取締役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

350個 35,000株 １名

●新株予約権の行使の条件

　イ．新株予約権者は、上記の新株予約権を行使することができる期間に

おいて、当社取締役（監査等委員ではない。）の地位を喪失した日

の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過

する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるもの

とする。ただし、任期満了による退任を除き、正当な理由がなく地

位を喪失した場合、行使はできないものとする。

　ロ．新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一

括してのみ行使することができる。

　ハ．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点に

おける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権

の行使を行うことはできない。

　ニ．本新株予約権の一部行使はできない。

　ホ．本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

　　　●当社役員の保有状況

－ 6 －
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新株予約権等の状況

　  ④2024年５月20日開催の取締役会決議による新株予約権

　　  （第12回新株予約権）

●新株予約権の数

　　　　　1,120個（当社役員として1,100個）

●新株予約権の目的となる株式の数

　　　　　普通株式　　112,000株（新株予約権１個につき100株）

●新株予約権の払込金額

　　　　　１個当たり　　３円

●新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　１個当たり　　38,100円（１株当たり381円）

●新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本　　

準備金に関する事項

　　　　イ．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

　　　　ロ．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本準備金の額は、上記イ．記載の資本金等増加限度額から、上記

イ．に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

●新株予約権を行使することができる期間

2025年７月１日から2030年６月30日（ただし、2030年６月30日が銀行

営業日でない場合にはその前銀行営業日）まで

－ 7 －
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新株予約権等の状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

監査等委員でない取締役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

1,100個 110,000株 ２名

●新株予約権の行使の条件

　イ．新株予約権者は、2025年３月期における、監査済みの当社有価証券

報告書の損益計算書に記載される連結経常利益の額が90百万円を超

過、かつ2025年３月期の自社サイト及び他社サイト販売金額合計が

2,000百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てら

れた新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用

等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別

途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

　　　また、上記の連結経常利益の判定において、本新株予約権に関連す

る株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影

響を排除した株式報酬費用控除前の修正連結経常利益をもって判定

するものとする。

　ロ．新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は

当社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

において規定される関係会社をいう。）の取締役又は使用人である

ことを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他

正当な理由のある場合は、この限りではない。

　ハ．新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

　ニ．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点に

おける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権

の行使を行うことはできない。

　ホ．各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。

　ヘ．本新株予約権総数引受契約に違反した場合には行使できないものと

する。

　　　●当社役員の保有状況

－ 8 －
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新株予約権等の状況

　　⑤2024年８月26日開催の取締役会決議による新株予約権

　　  （第13回新株予約権）

●新株予約権の数

　　　　　1,100個

●新株予約権の目的となる株式の数

　　　　　普通株式　　110,000株（新株予約権１個につき100株）

●新株予約権の払込金額

　　　　　１個当たり　　４円

　　　●新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　　　１個当たり　　38,600円（１株当たり386円）

●新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本　　

準備金に関する事項

　　　　イ．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

　　　　ロ．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本準備金の額は、上記イ．記載の資本金等増加限度額から、上記

イ．に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

●新株予約権を行使することができる期間

2025年７月１日から2030年６月30日（ただし、2030年６月30日が銀行

営業日でない場合にはその前銀行営業日）まで

－ 9 －
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新株予約権等の状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

監査等委員でない取締役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

1,100個 110,000株 ２名

●新株予約権の行使の条件

　イ．新株予約権者は、2025年３月期における、監査済みの当社有価証券

報告書の損益計算書に記載される連結経常利益の額が40百万円を超

過、かつ2025年３月期の自社サイト及び他社サイト販売金額合計が

2,000百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てら

れた新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用

等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別

途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

　　　また、上記の連結経常利益の判定において、本新株予約権に関連す

る株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影

響を排除した株式報酬費用控除前の修正連結経常利益をもって判定

するものとする。

　ロ．新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は

当社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

において規定される関係会社をいう。）の取締役又は使用人である

ことを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他

正当な理由のある場合は、この限りではない。

　ハ．新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

　ニ．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点に

おける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権

の行使を行うことはできない。

　ホ．各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。

　ヘ．本新株予約権総数引受契約に違反した場合には行使できないものと

する。

　　　●当社役員の保有状況

－ 10 －
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新株予約権等の状況

　(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権

の状況

　　2024年８月26日開催の取締役会決議による新株予約権

　　  （第12回新株予約権）

●新株予約権の数

　　　　　1,120個（当社使用人等として20個）

●新株予約権の目的となる株式の数

　　　　　普通株式　　112,000株（新株予約権１個につき100株）

●新株予約権の払込金額

　　　　　１個当たり　　３円

●新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　１個当たり　　38,100円（１株当たり381円）

●新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本　　

準備金に関する事項

　　　　イ．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

　　　　ロ．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本準備金の額は、上記イ．記載の資本金等増加限度額から、上記

イ．に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

●新株予約権を行使することができる期間

2025年７月１日から2030年６月30日（ただし、2030年６月30日が銀行

営業日でない場合にはその前銀行営業日）まで
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新株予約権等の状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 交付対象者数

当 社 使 用 人 20個 2,000株 １名

●新株予約権の行使の条件

　イ．新株予約権者は、2025年３月期における、監査済みの当社有価証券

報告書の損益計算書に記載される連結経常利益の額が90百万円を超

過、かつ2025年３月期の自社サイト及び他社サイト販売金額合計が

2,000百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てら

れた新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用

等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別

途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

　　　また、上記の連結経常利益の判定において、本新株予約権に関連す

る株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影

響を排除した株式報酬費用控除前の修正連結経常利益をもって判定

するものとする。

　ロ．新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は

当社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

において規定される関係会社をいう。）の取締役又は使用人である

ことを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他

正当な理由のある場合は、この限りではない。

　ハ．新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

　ニ．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点に

おける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権

の行使を行うことはできない。

　ホ．各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。

　ヘ．本新株予約権総数引受契約に違反した場合には行使できないものと

する。

　　　●当社使用人等への交付状況

　(3) その他新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制

内部統制システム構築の基本方針

（2023年５月12日改定）

(1) 当社並びに当グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定

款に適合することを確保するための体制

① 当社並びに当グループ各社は取締役及び使用人が、公正で高い倫理観に

基づいて行動し、広く社会から信頼されるコンプライアンス体制を維持

し確立できるように会社理念、行動規範及び心得を定め、遵守させる。

② 法令及び定款の遵守体制を確実にするために、グループ各社にリスク管

理委員会を置き、取締役及び使用人のコンプライアンス意識の定着と運

用の徹底を図るため、社内研修等必要な活動を推進する。

③ 当社並びに当グループ各社の使用人は、法令及び就業規則のほか諸規程

に基づき、法令遵守・企業倫理に則った行動のもと業務の執行に当た

り、各部門は職制を通じて業務執行の徹底と監督を行うものとする。

④ 当社は内部監査室を置き、グループ各社のコンプライアンス体制の整

備・維持を図るものとする。また、内部監査部門として、「内部監査規

程」並びに「個人情報保護基本規程」に基づき各部門の業務監査・制度

並びに実態の監査を実施し、不正の発見、防止及び改善を図るととも

に、その結果を定期的に取締役会に報告する。

⑤ 当社並びに当グループ各社は違法行為等によるコンプライアンス・リス

クの最小化を図るために、内部通報制度等の整備・構築として「ヘルプ

ラインに関する規程」を設ける。

⑥ 当社並びに当グループ各社の取締役会は、「取締役会規程」等の付議事

項に関する関係規程を整備し、当該関係規程に基づき、当社の業務執行

を決定する。

⑦ 当社は監査等委員会設置会社である。各監査等委員は監査等委員会が定

めた「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」等に基づ

き、法令及び定款の遵守体制に問題があると認められた場合は、改善策

を講ずることを取締役会に求める。
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業務の適正を確保するための体制

(2) 当社並びに当グループ各社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管

理に関する体制

① 当社並びに当グループ各社は取締役の職務執行に関する情報を文書又は

電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」に従い、適切に保存及び管理する。

② 当社内部監査室は、取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に

ついて監査を行う。

(3) 当社並びに当グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社並びに当グループ各社の取締役会は事業継続性確保のためリスク管

理体制を適宜見直し、問題点の把握と改善に努める。

② 全社的リスク管理の主管部門である当社経営管理本部は、グループ各社

並びに各部門のリスク管理体制の整備を支援するとともに、全社的なリ

スクの把握及び取組み状況を点検し、グループ全体のリスク管理に関わ

る規則・規程・マニュアル等の策定に当たり、リスク管理の状況を点検

し、改善を推進する。

③ 事業活動に伴う各種のリスクに対しては、それぞれのリスク管理を主管

する部門が対応する。事業に重大な影響を及ぼす故障、情報漏洩、信用

失墜、災害等の危機に対しては、緊急時の対策等に関連する規程・マニ

ュアル等に定めるものとし、リスクが発生した場合には、これに基づき

対応する。

④ 当社内部監査室は、リスク管理体制について内部監査を行う。

(4) 当社並びに当グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われること

を確保するための体制

① 当社並びに当グループ各社の取締役会は、取締役会規程に従い、毎月１

回開催するほか、必要に応じて臨時に開催して、法令又は定款で定めら

れた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定する。

② 取締役会の決議により、業務執行を担当する担当役員を選任する。担当

役員は、取締役会で決定した会社の方針及び代表取締役の指示の下に、

業務を執行する。

③ 業務の執行については、必要な職務の範囲と責任を「組織規程」「業務

分掌規程」に定め、決裁の権限を「取締役会規程」及び「決裁権限明細

表」に定める。
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業務の適正を確保するための体制

(5) 財務報告に係る適正性を確保するための体制

　当社は業務の適正を確保するための体制、その他法令等に定める情報開

示について適切な開示が行われるための体制を整備する。

(6) 当社並びに当グループ各社における業務の適正を確保するための体制

① 当社はグループ各社の運営面で、全てのステークホルダーに対し、説明

責任を負う。

② グループ各社における管理部署を定め、グループ各社の管理規程に基づ

き管理を行う。

③ グループ各社のリスク管理委員会は、リスク管理体制を構築し、運用す

る。

④ 当社内部監査室は、グループ内取引の公正性を保持するため、必要に応

じて監査を行う。

(7) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

　監査等委員会の意見を十分に考慮した上で、監査等委員会の職務を補助

する使用人を設置する。

(8) 前項の使用人の当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの

独立性に関する事項

　前項の監査職務を補助する使用人の独立性を確保するため、当該使用人

の人事に係る事項の決定には事前に監査等委員会の同意を得ることとする。

(9) 当社の監査等委員会の当基本方針第７項の使用人に対する指示の実効性の

確保に関する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令に

従わなければならないこととする。

(10)その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制

① 当社並びに当グループ各社の取締役（監査等委員である取締役を除

く。）及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制

取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて業務及び内部統制

の状況等の報告を行い、当社内部監査室は、実施した監査の結果等を

報告する。
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業務の適正を確保するための体制

② 当社並びに当グループ各社の取締役、従業員等及び使用人又はこれらの

者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制

取締役、従業員及び使用人は、法令、定款に違反する恐れのある場

合、あるいは会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場

合は、当該事項に関する事項を速やかに監査等委員会に報告する。

(11)前項の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないことを確保するための体制

　監査等委員会へ報告を行った取締役、従業員及び使用人に対し、当該報

告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当

社並びに当グループ各社の取締役及び従業員に周知徹底する。

(12)当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務執行に関するものに

限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払

等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の

職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は

債務を処理する。

(13)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため

の体制

① 監査等委員会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ適宜会合をもち、

意見交換を行う。

② 監査等委員会は、当社内部監査室と十分な連携を図ることで、監査が実

効的に行われることを確保する。

③ 監査等委員は、必要に応じて重要な会議へ出席し、必要があると認める

ときに適法性等の観点から意見を述べること、及び重要情報を入手でき

ることを保証する。
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(14)反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容

① グループ各社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力

からの不当要求に対しては、毅然とした態度で臨むものとし、断固たる

姿勢で反社会的勢力との関係遮断に取り組む。

② グループ各社の従業員ハンドブックの行動規範・指針の中に「反社会的

勢力とは一切の関係を遮断する」ことを明記し、社会の秩序や市民の安

全に脅威を与えるような勢力との関係は理由の如何を問わずこれを排除

する。

③ 日常における取引の中に、反社会的勢力の関係者又は関連団体がもぐり

こむことのないよう、取引先について信頼すべき調査機関によりこれを

十分調査する。

④ 反社会的勢力に関する情報収集を怠らず、警察当局、顧問弁護士等、外

部専門機関との緊密な連携を図る。また、こうした勢力と対峙した場合

についての教育・啓蒙を継続的に行う。

(15)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、業務の適正を確保するため、「内部統制システム構築の基本方

針」に基づき、当グループ各社の内部統制システムの整備及び運用状況を

内部監査部門が確認調査しております。確認調査の結果、判明した問題点

につきましては、是正処置を行い適切な内部統制システムの運用に努めて

おります。

　コンプライアンスにおいては、会社理念、経営方針、行動規範・指針の

認識統一を図っております。なお、法令違反や不正行為の未然防止、早期

発見を図るため、社外取締役、監査等委員である社外取締役及び経営管理

本部長を窓口とした内部通報制度「ヘルプライン」を整備しております。
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・市場価格のない株式等…………

　以外のもの

時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定しております。）

・市場価格のない株式等…………移動平均法による原価法を採用しております。

ゴルフクラブ …………………個別法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しており

ます。なお、連結子会社におきましては総平均法によ

る原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下

に基づく簿価切り下げの方法）を採用しております。

ゴルフクラブ以外 ……………総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用して

おります。

連結注記表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称 スクエアツウ・ジャパン株式会社

The Golf Exchange,Inc.

(2) 持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

(3) 会計方針に関する事項

① 資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券

ロ. 棚卸資産

・商品

② 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産……………………当社及び国内連結子会社は定率法を採用しておりま

す。ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては定額法を採用しております。

また、在外連結子会社は定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ５年～34年

工具器具備品 ３年～15年
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ロ. 無形固定資産

ソフトウェア……………………社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

のれん……………………………その効果の及ぶ期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

ハ. 長期前払費用……………………均等償却をしております。

③　引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金………………………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上する方法を採用しております。

ロ. 賞与引当金………………………従業員の賞与の支給に資するため、支給見込額に基づ

き対象期間分を計上しております。

ハ. ポイント引当金…………………ポイント等使用による将来の費用負担に備えるため､ 

直営店等が売上時以外に発行しているポイント等の連

結会計年度末残数に対し、過去の利用実績比率に基づ

き将来使用されると予想される金額を引当計上してお

ります。

ニ. 株主優待引当金…………………株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌連

結会計年度以降に発生すると見込まれる額を計上して

おります。

④　収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要の事業における主な履

行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以

下のとおりであります。

イ. 直営事業

直営事業は主に直営店舗においてゴルフ用品等の販売を行っております。ゴルフ用品

等の販売については、商品の引渡時点において履行義務が充足されると判断し収益を認

識しております。なお、直営事業の通販サイトにおける販売については、「収益認識に

関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から顧客

に引渡される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しており

ます。

ロ. フランチャイズ事業

フランチャイズ事業はフランチャイズ加盟店との契約に基づき主に当社グループの店

舗営業システム及び商品データを加盟店が一定期間使用して営業活動することを許諾す

るライセンスを提供しており、対価としてロイヤリティ収入を受領しております。ロイ

ヤリティ収入は、加盟店の売上高に基づいて生じるものであり、加盟店において商品が

販売された時点で収益を認識しております。
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ロ. 退職給付に係る会計処理の方法……当社は退職一時金制度及び確定拠出年金制度を採用し

ております。一部の連結子会社については退職一時金

制度又は確定拠出年金制度を採用しております。

退職一時金制度については、退職給付に係る負債及び

退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を

適用しております。

ハ. 営業販売事業

営業販売事業は主に法人に対してゴルフ用品等の卸販売を行っております。ゴルフ用

品等の卸販売については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代

替的な取扱いを適用し、商品の販売において、出荷時から顧客に引渡される時までの期

間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

ニ. アパレル事業

アパレル事業はアパレル店舗において衣料品等の販売を行っております。衣料品等の

販売については、商品の引渡時点において履行義務が充足されると判断し収益を認識し

ております。なお、「シューラルー」のフランチャイズ契約を2025年３月31日付で終了

いたしましたため、それに伴ってアパレル事業は当連結会計年度で終了となりました。

⑤　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

イ. グループ通算制度の適用………グループ通算制度を適用しております。

２. 会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28

日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年

改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指

針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、

当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる

場合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指

針を当連結会計年度の期首から適用しております。
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３. 会計上の見積りに関する注記

（1）棚卸資産の評価

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

商品　1,654,364千円

②重要な会計上の見積りに関するその他の情報

当社グループは、棚卸資産につき収益性の低下が認められた場合には、一定の基準に基づ

き評価損を計上しております。当連結会計年度の評価損の金額は33,875千円であり、期首戻

入額との差額6,750千円を売上原価に計上しております。

棚卸資産の収益性低下の判定に使用する正味売却価額は、当社設定標準売価を基礎として

算出しております。今後の市場状況による収益性の低下が増大すると認められた場合には、

翌連結会計年度の連結計算書類において追加の評価損を計上する可能性があります。

（2）固定資産の減損損失の認識の要否

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

連結計算書類において、有形固定資産を286,180千円、無形固定資産を316,496千円計上し

ております。「５.連結損益計算書に関する注記」に記載しているように、当連結会計年度の

連結計算書類において、営業販売事業の事務所及び店舗につき、減損損失28,282千円を計上

しております。

②重要な会計上の見積りに関するその他の情報

当社グループは、原則として店舗等を基準として資産のグルーピングを行っております。

減損の兆候があると認められる資産又は資産グループについては、回収可能価額（当該資産

又は資産グループから得られる割引後将来キャッシュ・フローの総額もしくは当該資産又は

資産グループの正味売却価額のいずれか高い方の金額）が、帳簿価額を下回った場合、回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

そのため、当該資産又は資産グループが属する事業の経営環境の著しい変化や収益状況の

悪化等により、見積額を前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度に新た

に減損損失が発生する可能性があります。

（3）貸倒引当金の見積り

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

貸倒引当金（流動）　　 266千円

貸倒引当金（固定）　38,251千円

貸倒引当金合計額　　38,517千円
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有形固定資産の減価償却累計額 676,877千円

場所 用途 種類

The Golf Exchange,Inc．

（米国 カリフォルニア州）
事務所･店舗設備 リース資産

②重要な会計上の見積りに関するその他の情報

当社グループは、営業債権を回収予定月からの経過期間や債務者等の支払状況等に基づい

た信用リスクの程度に応じて、一般債権と貸倒懸念債権等に債権分類しております。

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

一般債権に係る貸倒引当金は、一般債権の期末残高に過去の貸倒実績率を乗じて算出して

いるため、将来の予想損失率は過去の貸倒実績率に近似するという仮定のもと計算しており

ます。

また、貸倒懸念債権に係る回収可能性の判断においては、債務者の支払状況等を勘案し

て、債権の回収可能性を評価しており、回収見込額を主要な仮定としております。

これらは経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、今後の経済動向が債務

者の信用リスクに及ぼす影響については不確実であり、これらの影響が変化した場合には、

翌連結会計年度の連結計算書類において貸倒引当金が増減する可能性があります。

４. 連結貸借対照表に関する注記

上記の減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。

５. 連結損益計算書に関する注記

（減損損失に関する注記）

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しま

した。

（1）減損損失を認識した主な資産

（2）減損損失の認識に至った経緯

上記の営業販売事業の事務所及び店舗設備については、将来キャッシュ・フローに基づく

使用価値がマイナスとなったため、帳簿価額全額を減額し、当該減少額を減損損失として計

上しております。

（3）減損損失の金額及び内容

リース資産　　　　28,282千円

（4）回収可能価額の算定方法

当該事務所及び店舗の資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しております

が、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるため、帳簿価額全額を減損

損失として計上しております。
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普通株式 2,605,642株

決　　議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2024年６月27日

定時株主総会
普通株式 12,532 ５円00銭

2024年

３月31日

2024年

６月28日

決議予定
株式の

種類

配当の

原資

配当金の

総額（千円）

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2025年６月27日

定時株主総会

普通

株式

利益

剰余金
12,532 ５円00銭

2025年

３月31日

2025年

６月30日

普通株式 65,000株

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

（1）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

（2）剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になる

もの

　2025年６月27日開催予定の定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

（3）当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の

目的となる株式の種類及び数

７. 金融商品に関する注記

（1）金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借

入により資金を調達しております。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、需要の範囲

で行うこととしております。

②金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

売上債権である売掛金は、営業販売先の信用リスクに晒されております。

貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行

っております。

敷金及び保証金については、主に店舗の賃貸借契約によるものであり、取引先企業等の信

用リスクに晒されております。

借入金は、設備投資資金及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は

最長で決算日後10年以内であります。
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連結貸借対照表
計上額

時 価 差 額

① 売 掛 金 346,039 346,039 －

② 投 資 有 価 証 券 49,766 49,766 －

③ 長 期 貸 付 金 ※ 1 36,083

貸 倒 引 当 金 ※ 2 △ 36,083

差 引 － － －

④ 敷 金 及 び 保 証 金 ※ 3 174,283 165,583 △ 8,699

⑤ 短 期 借 入 金 900,000 900,000 －

⑥ 長 期 借 入 金 ※ 4 975,093 979,919 4,826

③金融商品に係るリスク管理体制

イ.信用リスクの管理

売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

貸付金については、貸付先の状況を定期的にモニタリングし、貸付先ごとに期日及び

残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や貸倒れリスク

の軽減を図っております。

ロ.資金調達に係る流動性リスクの管理

担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などによ

り流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた

め、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（2）金融商品の時価等に関する事項

2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価

が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）

※1 １年内に回収予定の長期貸付金は、長期貸付金に含めて表示しております。

※2　長期貸付金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。

※3 １年内回収予定の敷金及び保証金は、敷金及び保証金に含めて表示しております。

※4 １年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 49,766 － － 49,766

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

売掛金 － 346,039 － 346,039

長期貸付金 － － － －

敷金及び保証金 － 165,583 － 165,583

短期借入金 － 900,000 － 900,000

長期借入金 － 979,919 － 979,919

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により

算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以

外の時価の算定に係るインプットを用いて算出した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい

るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

売掛金、短期借入金

売掛金、短期借入金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等し

いことから、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント

合計
直営

フラン

チャイズ
営業販売 アパレル

東日本 3,731,150 428,780 242,674 46,675 4,449,280

西日本 893,637 － － － 893,637

国外（米国） － － 574,118 － 574,118

顧客との契約

から生じる収益
4,624,787 428,780 816,792 46,675 5,917,036

その他の収益 － － － － －

外部顧客への

売上高※
4,624,787 428,780 816,792 46,675 5,917,036

長期貸付金

長期貸付金については、担保及び相手先の財務状況による回収見込額等に基づいて貸倒

見積高を算出しているため、時価は連結会計年度末における連結貸借対照表価額から現在

の貸倒見積高を控除した金額にほぼ等しいことから、当該価額によっており、レベル２の

時価に分類しております。

敷金及び保証金

敷金及び保証金については、固定資産（建物）の耐用年数をもとに国債の流通利回りを

使用して算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

８. 収益認識に関する注記

（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

※セグメント間の内部売上高又は振替高は含まれておりません。

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との収益を理解するための基礎となる情報は「１.連結計算書類の作成のための基本と

なる重要な事項に関する注記（3）会計方針に関する事項 ④収益及び費用の計上基準」に記

載のとおりであります。
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当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権 346,039　千円

契約負債 10,581

１株当たり純資産額 311円94銭

１株当たり当期純利益 ７円00銭

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

契約負債は主に、商品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流

動負債のその他に含まれております。

顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりであります。

当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高が含まれている金額

に重要性はありません。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務か

ら認識した収益の額には重要性はありません。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

　　　 商品 ① ゴルフクラブ　　………… 個別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用

しております。

② ゴルフクラブ以外………… 総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を

採用しております。

個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

　（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①関係会社株式…………………移動平均法による原価法を採用しております。

②その他有価証券

　市場価格のない株式等……移動平均法による原価法を採用しております。

　（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　（3）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産……………定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除

く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築

物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ５～34年

構築物 ８～20年

工具器具備品 ３～15年
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②無形固定資産……………ソフトウェア

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

のれん

その効果の及ぶ期間（５年）に基づく定額法によっております。

③長期前払費用……………均等償却しております。

　（4）引当金の計上基準

①貸倒引当金………………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計上する方法を採用しておりま

す。

②退職給付引当金…………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末において従業員が

自己都合により退職した場合の要支給額を計上しております。

③賞与引当金………………従業員の賞与の支給に資するため、支給見込額に基づき対象期間

分を計上しております。

④ポイント引当金…………ポイント等使用による将来の費用負担に備えるため、直営店等が

売上時以外に発行しているポイント等の事業年度末残数に対し、

過去の利用実績比率に基づき将来使用されると予想される金額を

引当計上しております。

⑤株主優待引当金…………株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降

に発生すると見込まれる額を計上しております。
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　（5）収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであ

ります。

① 直営事業

直営事業は主に直営店舗においてゴルフ用品等の販売を行っております。ゴルフ用品

等の販売については、商品の引渡時点において履行義務が充足されると判断し収益を認

識しております。なお、直営事業の通販サイトにおける販売については、「収益認識に

関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から顧客

に引渡される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しており

ます。

② フランチャイズ事業

フランチャイズ事業はフランチャイズ加盟店との契約に基づき主に当社グループの店

舗営業システム及び商品データを加盟店が一定期間使用して営業活動することを許諾す

るライセンスを提供しており、対価としてロイヤリティ収入を受領しております。ロイ

ヤリティ収入は、加盟店の売上高に基づいて生じるものであり、加盟店において商品が

販売された時点で収益を認識しております。

③ 営業販売事業

営業販売事業は主に法人に対してゴルフ用品等の卸販売を行っております。ゴルフ用

品等の卸販売については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代

替的な取扱いを適用し、商品の販売において、出荷時から顧客に引渡される時までの期

間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

④ アパレル事業

アパレル事業はアパレル店舗において衣料品等の販売を行っております。衣料品等の

販売については、商品の引渡時点において履行義務が充足されると判断し収益を認識し

ております。なお、「シューラルー」のフランチャイズ契約を2025年３月31日付で終了

いたしましたため、それに伴ってアパレル事業は当連結会計年度で終了となりました。

　（6）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

（グループ通算制度の適用）

グループ通算制度を適用しております。
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２. 会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28

日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改

正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。）第65－２項(2)ただし書きに定

める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響は

ありません。

３. 会計上の見積りに関する注記

（1）棚卸資産の評価

①当事業年度の計算書類に計上した金額

商品　1,473,186千円

②重要な会計上の見積りに関するその他の情報

当社は、棚卸資産につき収益性の低下が認められた場合には、一定の基準に基づき評価

損を計上しております。当事業年度の評価損の金額は28,519千円であり、期首戻入額との

差額4,713千円を売上原価に計上しております。

棚卸資産の収益性低下の判定に使用する正味売却価額は、当社設定標準売価を基礎とし

て算出しております。今後の市場状況による収益性の低下が増大すると認められた場合に

は、翌事業年度の計算書類において追加の評価損を計上する可能性があります。

（2）固定資産の減損損失の認識の要否

①当事業年度の計算書類に計上した金額

計算書類において、有形固定資産を283,739千円、無形固定資産を316,496千円計上して

おります。当事業年度において、減損の兆候があると判定された資産グループが無かった

ため、減損損失を認識しておりません。

②重要な会計上の見積りに関するその他の情報

連結計算書類の連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記　（2）固定資産の減損損

失の認識の要否　②重要な会計上の見積りに関するその他の情報」に同一の内容を記載し

ているため、注記を省略しております。

－ 30 －



2025/06/02 20:39:47 / 24178557_株式会社ゴルフ・ドゥ_招集通知

連結注記表、個別注記表

（1）有形固定資産の減価償却累計額 609,121千円

（2）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　　 短期金銭債権 28,513千円

　　 短期金銭債務 13,481千円

　　 長期金銭債務 1,000千円

　　　営業取引による取引高

　　　　売上高 20,523千円

　　　　仕入高 176,214千円

　　　営業取引以外の取引による取引高 35,281千円

　　 普通株式 99,200株

（3）貸倒引当金の見積り

①当事業年度の計算書類に計上した金額

貸倒引当金（流動）　　　－千円

貸倒引当金（固定）　36,083千円

貸倒引当金合計額　　36,083千円

②重要な会計上の見積りに関するその他の情報

連結計算書類の連結注記表「３. 会計上の見積りに関する注記　（3）貸倒引当金の見積

り　②重要な会計上の見積りに関するその他の情報」に同一の内容を記載しているため、

注記を省略しております。

４. 貸借対照表に関する注記

５. 損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

６. 株主資本等変動計算書に関する注記

　当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

－ 31 －



2025/06/02 20:39:47 / 24178557_株式会社ゴルフ・ドゥ_招集通知

連結注記表、個別注記表

（単位：千円）

（2025年３月31日現在）

繰延税金資産

　減価償却費 1

　未払事業税 2,752

　株式報酬費用 12,497

　貸倒引当金 10,990

　賞与引当金 7,720

　ポイント引当金 7,693

　退職給付引当金 54,726

　資産除去債務 23,813

　その他 22,659

繰延税金資産 小計 142,855

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △ 103,247

評価性引当額 小計 △ 103,247

繰延税金資産 合計 39,607

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △ 10,127

繰延税金負債 合計 △ 10,127

繰延税金資産の純額 29,480

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

種類 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

子会社

スクエア
ツウ・
ジャパン
株式会社

 所　有
直　接
100％

役員の兼務

商品の販売

商品の仕入

売上高

仕入高

20,523

176,214

売掛金

買掛金

982

12,046

業務の受託 受取手数料 35,246 未収入金 27,531

７.税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

８. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社

（注）１. 取引金額に関しては、消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めて

おります。

（注）２. 取引条件及び取引条件の決定方針等

（1）受取手数料は、諸条件を勘案して交渉の上、決定しております。

（2）販売価格及び仕入価格については、市場価格を参考にして決定しております。
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　１株当たり純資産額 273円43銭

　１株当たり当期純利益 18円15銭

９. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結計算書類の連

結注記表「８．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお

ります。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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